
11広 報たかはま　H27.7.15

問合せ先　□市市民窓口グループ　☎52－1111（内線227・217）

福祉医療費助成制度は、次のとおりです。助成制度の対象と思われる方で、受給されていない場合は、問い合わせ
てください。なお、ここにあげた制度を利用するには、原則として受給者証の交付を受ける必要があります。
※助成内容は、平成27年４月１日現在のものです。

福祉医療費助成制度を紹介します

なし

あり
※詳しくは問い合
　わせてください。

なし

未熟児養育医療
制度

所 得 制 限資　　　　　格　　・　　要　　　　　件

児童扶養手当の所
得制限以内の方
※所得に養育費の
　８割を合算

　出生日から中学校卒業までの子どもの通院および入院の保険
診療における自己負担金額の全額を助成します。
※中学校卒業とは、15歳到達の年度末までのことをいいます。

　母子家庭または父子家庭で、18歳未満の児童とその母また
は父、もしくは父母のいない18歳未満の子に通院および入院
の保険診療における自己負担金額の全額を助成します。
※18歳未満児童とは、18歳到達の年度末までの児童のことを
　いいます。

　出生時の体重が２，０００ｇ以下であるなどの状態にあって
医師が入院養育を必要と認めた子ども（未熟児など）に対して
入院中の自己負担分を助成します。
　退院すると申請ができませんので、かならず入院中に申請し
てください。

　次の方に通院および入院の保険診療における自己負担金額の
全額を助成します。
（ア）身体障害者手帳１～３級の方
（イ）身体障害者手帳４級の腎臓機能障害、４～６級の進行性
　　　筋萎縮症の方
（ウ）療育手帳ＡまたはＢ判定（ＩＱ５０以下）を受けた方
（エ）自閉症状群（高機能自閉症、アスペルガー症候群も含　
　　　む。）と診断を受けた方

次の方に医療費の助成をします。
（ア）精神疾患で入院している方で、精神障害者保健福祉手帳
　　　１～２級の方
　　・精神疾患の治療に要する入院費の保険診療における自己
　　　負担金額の全額
 (イ）精神疾患で入院している方で、精神障害者保健福祉手帳
　　　３級の方および手帳を所持していない方
　　・精神疾患の治療に要する入院費の保険診療における自己
　　　負担金額の１／２の額
　　※申請した方が退院し、６か月経過後、再入院した場合は、
　　　新たに診断書が必要です。
（ウ）障害者自立支援法第５８条に基づく自立支援医療を受け
　　　ている方
　　・指定医療機関に受診した場合の保険診療における自己負
　　　担金額の全額

なし

制　度　名

子ども医療費
助成制度

①健康保険被保険者証
②印鑑
③身体障害者手帳、療育手帳な
　ど
④（エ）
　自閉症の診断経験を有する医
　師による診断書

①健康保険被保険者証
②印鑑
③（ア）
　精神障害者保健福祉手帳
　（イ）
　精神科医師による診断書
　（ウ）
　自立支援医療受給者証
※手帳所持の方
　精神障害者保健福祉手帳と自
　立支援医療受給者証

①申請書・世帯調書
②養育医療意見書
③世帯の所得を証明するもの
④子どもの健康保険被保険者
　証
⑤印鑑

①子どもの健康保険被保険者
　証
②印鑑

申請に必要な書類

①後期高齢者医療被保険者証
②印鑑
③（ア）
　障害者医療、精神障害者医療
　費助成制度欄参照
（ウ）
　戦傷病者手帳
（エ）
　要件によって異なるため問い
　合わせてください。

①健康保険被保険者証
②印鑑

障害者医療費
助成制度

精神障害者
医療費
助成制度

母子家庭等
医療費助成制度

　高齢者の医療の確保に関する法律による医療を受けることが
できる方のうち、次のいずれかに該当する方は、保険診療にお
ける自己負担金額の全額を助成します。
（ア）障害者医療、精神障害者医療および母子家庭等医療に該
　　　当する高齢者
（イ）公費負担医療受給資格要件該当者
　　・精神障害者：精神保健及び精神障害者の福祉に関する法
　　　律第29条の規定による措置入院患者
　　・結核患者：感染症予防法第19条の規定による命令入院
　　　患者と同法第20条により命令入所患者と同等の要件が
　　　あると知事が認めた方
（ウ）戦傷病者手帳を保持している高齢者
（エ）市町村民税非課税世帯であり、下記のいずれかに該当す
　　　る高齢者
　　・ねたきり、または、重度・中度の認知症の状態であって、
　　　生活介護を受けていることが３か月以上継続している方
　　・ひとり暮らしの方

後期高齢者
福祉医療費
助成制度

（ア）のうち障害
者医療、精神障害
者医療は所得制限
なし

（ア）の方のうち
母子家庭等医療
は、所得制限あり

（イ）・（ウ）は所
得制限なし

10 広 報たかはま　H27.7.15

問合せ先　□市市民窓口グループ　医療担当　☎52－1111（内線227）

後期高齢者医療の保険証を更新します
有効期限は7月31日（金）です

◇現在皆さんがお持ちの保険証の有効期限は７月31日（金）です。８月１日（土）から使用していただく保険
証を、７月中旬から下旬にかけて簡易書留郵便で送付します。
※簡易書留郵便では、受け取るときに押印または署名が必要となります。配達時に不在の場合は、郵便受け
に『郵便物等お預かりのお知らせ』の案内が入りますので、案内に表示してある問合せ電話番号で再配達
の依頼、もしくは直接受け取りに行ってください。
◇郵便支店での留置期間（案内に記載されている期間）を超えると、保険証は市民窓口グループに返還され
ます。その場合は、市民窓口グループの窓口でお
渡ししますので、印鑑と身分証明書と現在お持ち
の保険証を持って来庁してください。
◇保険証は、有効期限を過ぎると使用できません。
８月１日（土）以降に医療機関などで受診するとき
は、かならず新しい保険証を提示してください。
◇有効期限が経過した保険証は、市民窓口グループ
に返却、または、個人情報が読み取れないよう裁
断して破棄してください。

後期高齢者医療

問合せ先　□市市民窓口グループ　国民健康保険担当　☎52－1111（内線261・262）

高齢受給者証
８月１日(土)から変わります
高齢受給者証は、70歳から74歳の方に交付さ
れます。病院などの窓口で支払う一部負担金の割
合が記載され、保険証とあわせて使用する証です。
現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は７月
31日（金）です。新しい受給者証は、７月末日ま
でに自宅へ郵送します。（更新の手続きは必要あ
りません。）
８月１日(土)以降に病院を受診する場合は、新
しい受給者証を提示してください。
※新しい受給者証は、薄だいだい色です。

◆古い受給者証は返却してください
古い受給者証は、８月31日（月）までに郵送か、
通知文に記載されている施設の回収箱または直接
市民窓口グループへ返却してください。

高額療養費の限度額適用認定証
有効期限は７月31日（金）です

70歳未満の方が通院・入院し、窓口での支払
い額が高額になる場合は、限度額適用認定証を提
示することにより、世帯ごとに定められた限度額
までの支払いとなります。
現在、限度額適用認定証の交付を受けている方
の有効期限は７月31日（金）です。
８月以降も必要な場合は、市民窓口グループで
更新手続きをしてください。
持ち物　被保険者証、印鑑、交付済みの限度額適
用認定証（更新の方のみ）
※国民健康保険税の滞納がある世帯には、交付で
きません。
※交付には、平成26年中の所得の申告が必要で
す。

国民健康保険

手続きが必要です

高齢受給者証・限度額適用認定証の更新時期です


